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業務の適正を確保する体制および当該体制の運用状況 

 

＜業務の適正を確保する体制の内容の概要＞ 

  当行は、取締役会において、上記体制について次のとおり決議しております。 

 

（１）取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

① 取締役会は、法令等遵守を経営の最重要事項の一つと位置づけ、「コンプライアンスマニュアル」

に全役職員が法令や社会通念等を遵守した行動をとるための基本的な考え方や行動規範等を定

めるほか、高い公共性を有する金融グループ（当行および子会社）として社会的責任や使命を適 

切に果たせる体制を構築する。 

② 取締役会は、「ふるさとの発展に役立つ銀行」を経営理念に掲げ、中期経営計画において、「「金

融プラス１」収益力の強化」、「強固な経営基盤の確立」、「サステナビリティ経営の実践」を基本方

針として取り組む。 

③ 取締役会は、社会の秩序や安全に脅威を与えるあらゆる反社会的勢力に対して、毅然とした対

応がなされるよう態勢整備を行う。 

④  取締役会は、犯罪によって得られた資金やテロリストやその関係者への資金供与には、金融機

関を通じて取引されるリスクがあることを認識したうえで、マネー・ローンダリング及びテロ資金

供与・拡散金融対策がなされる態勢整備を行う。 

⑤  コンプライアンス全般を統括する部署をリスク管理部とし、担当取締役をコンプライアンス統括

責任者とする。リスク管理部は、子会社を含むグループ全体を対象として、コンプライアンスに関

する総括的指揮を行う。 

⑥ 取締役会は、コンプライアンスに関する年次活動計画を決定し、その進捗状況についてリスク管

理部から定期的に報告を受ける。また、頭取を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コ

ンプライアンスに関する事項を協議する。 

⑦ 取締役会は、職務執行の適切性を確保するため、法令および定款等の遵守体制、並びに重大な

損失の発生を未然に防止するリスク管理態勢等を構築し、監査役はこれを監視・検証を行うほか

必要に応じて助言または勧告する。 

⑧ 役職員による違法行為等の未然防止と早期発見および是正を図るため、行内のリスク管理部、

監査役および行外の弁護士事務所に「企業倫理ホットライン」をそれぞれ設置する。 

⑨ 監査部は、法令等の遵守状況について監査を行い、その結果を取締役会へ報告する。 

 

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

① 取締役の職務執行に係る情報については、法令や文書管理に関する規程等に従い保存・保管を

行う。 

② 取締役および監査役は、これらの文書を随時閲覧できる。 

  

（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

① 業務執行に係る経営リスク、信用リスク、市場リスク、流動性リスク、オペレーショナル・リスク、サ

イバーセキュリティリスク、気候変動リスク等の各種リスクをできる限り定量的に把握するととも

に、リスク管理を経営の最重要事項の一つと位置づけ、内外の経営環境の変化に対応できる適

正な管理と運営が図れるよう、リスク管理基本方針およびリスクカテゴリーに応じた管理方針・

管理規程を定める。 

② リスク管理態勢の運営を統括する部署としてリスク管理部を置き、リスクのカテゴリー毎に主管

部等を定め役割と責任を明確化する。また、リスクの全行的把握と経営の健全性を確保するた

めリスク管理委員会を設置するほか、市場リスクおよび流動性リスクについては、ＡＬＭ委員会

にて分析・検討する。 

③ リスク管理統括部署は、リスク管理の実効性を確保するため、リスク管理態勢の管理状況等を半

期ごとおよび必要に応じて取りまとめ取締役会へ報告する。またリスク管理上、重大な問題が生

じた場合はリスク管理委員会を招集し、その結果を取締役会に報告する。 

④ 大規模災害をはじめ、当行の業務に著しい影響を及ぼすような緊急事態が発生した場合の行動

基準や対応策等を明確にするため緊急時対策基本方針に基づき、マニュアル等を定める。 

⑤ 監査部は、リスク管理態勢の監査を行い、その結果を取締役会へ報告する。 
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（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

① 取締役会は、法令等で定められた事項、経営の基本方針、コーポレート・ガバナンスに関する基

本方針およびその他経営に関する重要事項を決定し、取締役による業務の執行状況を監督す

る。 

② 取締役会が決定した経営の基本方針に基づき迅速かつ効率的な業務を執行するため、取締役

によって構成される常務会を設置する。常務会は、経営に関する全般的執行方針、その他取締

役会から委任された重要事項を決定する。 

③ 取締役は、担当する業務の執行状況について、３か月に１回以上、取締役会に報告する。 

④ 取締役および使用人の意思決定および業務執行が、合理的かつ効率的に行われるよう職務権

限基準、業務分掌、およびその他の各種規程等を定め、取締役、本部および営業店における各職

位の権限と責任を明確にする。 

⑤ 将来の事業環境や効率的な経営資源の配分を考慮のうえ中期経営計画および年次予算を策定

し、全行的な目標を設定する。本部および営業店においては、その目標達成に向け具体的計画

を策定し実行する。 

 

（５）使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

① 全役職員は、法令等遵守を経営の最重要事項の一つとして認識し、「コンプライアンスマニュア

ル」に定められた、法令や社会通念等を遵守した行動をとるための基本的な考え方や行動規範

等に沿って、高い公共性を有する金融グループ（当行および子会社）として社会的責任や使命を

適切に果たしていくよう努める。 

② コンプライアンス全般を総括する部署をリスク管理部とし、担当取締役をコンプライアンス統括

責任者とする。リスク管理部は、子会社を含むグループ全体を対象として、コンプライアンスに関

する総括的指揮を行う。 

③ 取締役会が定めたコンプライアンスに関する年次活動計画を全役職員は着実に実行し、その進

捗状況についてはリスク管理部から取締役会へ定期的に報告を行う。また、頭取を委員長とす

るコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する事項を協議する。 

④ 役職員による違法行為等の未然防止と早期発見および是正を図るため、行内のリスク管理部、

監査役および行外の弁護士事務所に「企業倫理ホットライン」をそれぞれ設置する。 

⑤ 監査部は、法令等の遵守状況について監査を行い、その結果を取締役会へ報告する。 

 

（６）当行およびその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

① 子会社における経営方針および業務の執行が適切なものとなるよう、取締役会と監査役を設

置するとともに、親会社から役員を派遣して業務の執行状況を監督する。 

② 子会社の業務執行状況については、「子会社管理規程」に基づき経営管理部が報告を受け企業

集団として適切な管理を行う体制とする。 

③ 子会社においても、親会社に準じ、「内部統制システム構築の基本方針」、「コンプライアンスマニ

ュアル」を定め、業務の適正を確保する体制を整える。 

④ 当行グループにおける違法行為等の未然防止と早期発見および是正を図るため、子会社に対し

ても当行監査部が監査を行い、子会社の役職員も「企業倫理ホットライン」に直接報告できるも

のとする。 

 

（７）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、頭取は監査役と協議のうえ必要

な人員を配置する。 

 

（８）前号の使用人に対する取締役からの独立性および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関す

る事項 

 監査役の職務を補助すべき使用人については、取締役等からの独立性を確保するため当該使用人

の人事異動・考課・懲戒等の処分については監査役会の事前承認を必要とし、任命を受けた使用人

は、監査役の指示に従い業務を行う。 
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（９）取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制 

① 当行およびその子会社の取締役は、当行グループに著しい損害をおよぼすおそれのある事実お

よび取締役の職務遂行に関して不正行為や法令等に違反する行為を認知した場合は、遅滞なく

監査役に報告する。 

② 行内および行外の「企業倫理ホットライン」に通報された情報は、遅滞なくリスク管理部担当役

員に報告する。 

③ 上記の報告を理由としての懲罰や人事考課など報告者にとって不利益となる取扱いは行わな

い。 

 

（10）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

① 監査役は、重要な意思決定のプロセスおよび業務の執行状況を把握するため、取締役会のほか、

常務会およびコンプライアンス委員会等の重要な会議に出席するとともに、必要な文書を閲覧

し、取締役および使用人に説明を求めることができる。 

② 監査役は、監査役会規程および監査役監査規程に基づく独任性と権限により、監査の実効性を

確保するとともに、会計監査人および監査部と密接な連携を図る。 

③ 当行およびその子会社は、監査役がその職務の執行について必要な費用を請求した場合には、

その費用について速やかに処理する。 

 

＜業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要＞ 

  取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制、その他当行の業務の

適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。 

 

（１）内部統制システムに関する取組 

当行は、取締役会にて内部統制システム構築の基本方針を定めるとともに、経営状況や環境等

の変化に応じ適宜見直しを図り、体制の充実と強化に取り組んでおります。また、マネー・ローン

ダリング及びテロ資金供与・拡散金融対策強化等のため、規程・マニュアルの整備やシステムの

導入など積極的に取組んでおります。 

 

（２）コンプライアンスに関する取組 

「コンプライアンスマニュアル」を定め、リスク管理部は子会社を含めて総括的指揮を行っており

ます。また、監査部は、法令等の遵守状況について監査を実施し、その結果を取締役会へ報告し

ております。 

  

（３）リスク管理に関する取組 

リスク管理部は、リスク管理の実効性を確保するため、リスク管理態勢の管理状況等を半期ご

とおよび必要に応じて取りまとめ取締役会へ報告を行うとともに、監査部がリスク管理態勢の

監査を実施しております。 

 

（４）業務執行の適正性や効率性の向上に関する取組 

  取締役は、担当する業務の執行状況について、取締役会で報告しております。また、常務会は 

原則週１回以上開催され、より迅速で効率的な業務執行に貢献しております。 

 

（５）内部監査に関する取組 

当行グループにおける違法行為等の未然防止と早期発見および是正を図るため、当行および

子会社に対して監査部が内部監査を実施しております。 

 

（６）監査役への情報提供に関する取組 

      取締役会、常務会等重要な会議には監査役が参加しております。また、監査役は、代表取締役、

会計監査人と定期的な会議等により意思の疎通と情報共有を行っております。 
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第 122期 株主資本等変動計算書 
 （2025年 4月 1日から 2026年 3月 31日まで） 

 （単位：百万円） 

 

株  主  資  本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本 
合 計 資 本 

準備金 

資本剰余
金 
合 計 

利 益 
準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余

金 
合 計 積立金 

繰越利益 
剰余金 

当期首残高 21,367 15,502 15,502 5,864 76,784 5,769 88,419 △532 124,757 

当期変動額          

剰余金の配当          △1,335 △1,335   △1,335 

当期純利益          6,690 6,690   6,690 

自己株式の取得              △1 △1 

自己株式の処分        38 38 

土地再評価差額金の取崩          70 70   70 

有形固定資産圧縮積立金の 
取崩 

        △0 0 －   － 

別途積立金の積立         3,500 △3,500 －   － 

株主資本以外の項目の 
当期変動額（純額） 

                 

当期変動額合計 － － － － 3,499 1,925 5,425 37 5,462 

当期末残高 21,367 15,502 15,502 5,864 80,284 7,695 93,844 △495 130,220 

  
  

 

評価・換算差額等 

純資産 
合 計 

そ の 他 有
価 証 券 
 評 価 
差 額 金 

土 地 
再 評 価 
差 額 金 

評価・換算 
差 額 等 
合 計 

当期首残高 △3,282 5,851 2,568 127,326 

当期変動額     

剰余金の配当       △1,335 

当期純利益       6,690 

自己株式の取得       △1 

自己株式の処分    38 

土地再評価差額金の取崩       70 

有形固定資産圧縮積立金の 
取崩 

      － 

別途積立金の積立       － 

株主資本以外の項目の 
当期変動額（純額） 

1,607 △70 1,537 1,537 

当期変動額合計 1,607 △70 1,537 7,000 

当期末残高 △1,674 5,780 4,106 134,326 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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個 別 注 記 表 
 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

重要な会計方針 

１．商品有価証券の評価基準及び評価方法 

  商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。 

２．有価証券の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社・子法

人等株式及び関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法（売

却原価は移動平均法により算定）、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により

行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

(2) 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の

評価は、時価法により行っております。 

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

  デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

４．固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

当行の有形固定資産は、定率法（ただし、1998 年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）並

びに 2016年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。            

建 物  ３８年～５０年 

         その他   ３年～２０年 

 (2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、当行で定め

る利用可能期間（主として５年）に基づいて償却しております。 

 (3) リース資産 

      所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リ

ース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残

価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。 

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

当行の外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

６．引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）に係る債権及び

それと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記

載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、

その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きい

と認められる債務者（以下、「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見

込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要

と認める額を計上しております。 

上記以外の債権については、主として今後 1年間の予想損失額又は今後 3年間の予想損失額を見込んで

計上しており、予想損失額は、1 年間又は 3 年間の貸倒実績等を基礎とした貸倒実績率等の過去の一定期

間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、本部査定部署が２次

査定を実施した後、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。 

      なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証

による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、

その金額は４,６０４百万円であります。 
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 (2) 役員賞与引当金 

      役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当 

事業年度に帰属する額を計上しております。 

(3) 退職給付引当金 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当

事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費

用及び数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。 

過去勤務費用   ： その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５年）による定額法によ

り費用処理 

数理計算上の差異 ： 各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５年）による

定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理 

(4) 株式報酬引当金 

  株式報酬引当金は、株式給付信託（ＢＢＴ）制度による当行株式の交付に備えるため、役員株式給付規程に

基づき、役員に割り当てられたポイントに応じた株式の支給見込額を計上しております。  

  (5) 睡眠預金払戻損失引当金 

      睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将

来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。 

７．収益の計上方法 

  約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる

金額で収益を認識しております。役務取引等収益の一部（債券の事務委託手数料等）は、履行義務が一定の期間

にわたり充足されるものであるため、経過期間に基づき収益を認識しております。 

８．ヘッジ会計の方法 

 (1) 金利リスク・ヘッジ 

当行は業務運営方針にリスク管理基準を設定して厳格に運用を行っており、そのうちヘッジ会計の方法は、

一部の資産・負債に金利スワップの特例処理を行っております。 

 (2) 為替変動リスク・ヘッジ 

       当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における

外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指

針第 25 号 2020 年 10 月８日）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法につ

いては、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワッ

プ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション

相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。 

９．投資信託の解約・償還に伴う損益 

投資信託（除くＥＴＦ）の解約・償還に伴う差損益について、投資信託全体で益の場合は、「有価証券利息配当金」

に計上し、損の場合は「国債等債券償還損」に計上しております。当事業年度は、「有価証券利息配当金」に投資

信託の解約・償還益５１７百万円を計上しております。 

10．消費税等の会計処理 

  消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計処理は、税抜方式によっております。 

  ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。 
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重要な会計上の見積り関係 

  会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算書

類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次の通りです。 

１． 貸倒引当金 

（１） 当事業年度に係る計算書類に計上した額 

貸倒引当金１２，４３２百万円 

（２） 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報 

① 算出方法 

     貸倒引当金の算出方法は、「重要な会計方針」「６．引当金の計上基準」「（１）貸倒引当金」に記載しておりま

す。 

② 主要な仮定 

     主要な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」であります。「債務者区分の判定

における貸出先の将来の業績見通し」は、債務者が策定した経営改善計画等に基づき、各債務者の収益獲

得能力を個別に評価し、設定しております。 

③ 翌事業年度に係る計算書類に及ぼす影響 

     当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌事業年度に係る計算書類における貸倒引当金に重要な

影響を及ぼす可能性があります。 

 

追加情報 

１． 株式給付信託（BBT）  

当行は、取締役（社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。）に対する株式報酬制度「株式給付信託 

(BBT)」（以下「本制度」という。）を導入しております。本制度は、対象取締役の報酬と当行の株式価値との連動性

をより明確にすることで、対象取締役の中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを

目的としています。 当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する

取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第 30号平成 27年３月 26日）に準じています。  

（１） 取引の概要 本制度に基づき設定される信託が当行の拠出する金銭を原資として当行株式を取得します。

当該信託は、当行株式及び当行株式の時価相当の金銭を、当行の定める役員株式給付規程に従って、対象

取締役に対して給付します。当該給付の時期は、原則として対象取締役の退任時となります。 

（２） 信託に残存する自行の株式 信託に残存する自行株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除

く。）により純資産の部に自己株式として計上しています。当該自己株式の株式数及び帳簿価額は、

202,400株、240百万円です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

注記事項 

 

（貸借対照表関係） 

１．関係会社の株式及び出資総額     １,７７３百万円   

２．銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権

は、貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証している

ものであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）によるものに限る。）、貸出金、

外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記

されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）

であります。 

 

  破産更生債権及びこれらに準ずる債権額   ２，１８６百万円 

  危険債権額                     ２４，０２９百万円 

  三月以上延滞債権額                    －百万円 

  貸出条件緩和債権額                ７，６４９百万円 

  合計額                        ３３，８６５百万円 

   

  破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由に

より経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。 

  危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った

債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に

該当しないものであります。 

  三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更

生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。 

  貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、

元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準

ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。 

  なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

３．手形割引は、業種別委員会実務指針第 24 号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れ

た商業手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、

その額面金額は２,０４９百万円であります。 

４．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

   有価証券            １１４,５４４百万円 

担保資産に対応する債務 

   預  金               ３,８８０百万円 

   債券貸借取引受入担保金  ５３，５０２百万円 

借用金             １４，９９６百万円 

    上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券２４０百万円及び

預金１０７百万円を差し入れております。 

    また、その他の資産には、金融商品等差入担保金１０，２７７百万円、保証金１２３百万円及び中央清算機関差

入証拠金１１,０００百万円が含まれております。 

５．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契

約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約でありま

す。これらの契約に係る融資未実行残高は、３４８,７６４百万円であります。このうち契約残存期間が１年以内の

もの（又は任意の時期に無条件で取消可能なもの）が３３５,５９０百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずし

も当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変

化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額

の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証
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券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に（半年毎に）予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把

握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 

６．土地の再評価に関する法律（平成 10年３月31日公布法律第34号）に基づき、当行の事業用の土地の再評価

を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部

に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

  再評価を行った年月日          1998年３月 31日 

  同法律第３条第３項に定める再評価の方法    土地の再評価に関する法律施行令（平成 10 年３月 31 日公布

政令第 119号）第２条第４号に定める地価税法第 16条に規定

する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定

するために国税庁長官が定めて公表した方法に基づいて奥行

価格補正等合理的な調整を行って算出。 

     同法律第１０条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末における時価の合計額は当該事業用土

地の再評価後の帳簿価額の合計額を７,５１９百万円下回っております。 

７．有形固定資産の減価償却累計額    ２３,９７５百万円 

８．有形固定資産の圧縮記帳額         １,０７３百万円 

９．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する当行の保証

債務の額は１８,７８７百万円であります。 

10．取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債権総額２８８百万円 

11．１株当たりの純資産額  ３,４３７円５８銭 

12．関係会社に対する金銭債権総額     ７,６１４百万円 

13．関係会社に対する金銭債務総額     ５,７７６百万円 
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（損益計算書関係） 

１．関係会社との取引による収益 

資金運用取引に係る収益総額               ９３百万円 

役務取引等に係る収益総額                ４５百万円 

その他業務・その他経常取引に係る収益総額     ５４百万円 

その他の取引に係る収益総額                －百万円 

  関係会社との取引による費用 

資金調達取引に係る費用総額               １３百万円 

役務取引等に係る費用総額               ４２７百万円 

その他業務・その他経常取引に係る費用総額     ６０５百万円 

その他の取引に係る費用総額                －百万円 

２．１株当たりの当期純利益金額   １７１円２７銭 

３．継続的な地価の下落等により、以下の資産グループについて帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額１

１５百万円を減損損失として特別損失に計上しております。 

地域 主な用途 種類 減損損失 

四国地域 営業用等 土地   １１５百万円 

資産のグルーピングの方法は、管理会計上の最小区分である営業店単位（ただし、連携して営業を行ってい

る営業店グループは当該グループ単位、同一建物内で複数店舗が営業している営業店は当該グループ単位）

でグルーピングを行っております。また、遊休資産は、各々単独の資産又は資産グループとして取り扱ってお

ります。 

資産のグループの回収可能額は正味売却価額により測定しており、「不動産鑑定評価基準」に準拠して評価

した額から処分費用見込額を控除して算定しております。 

４．関連当事者との取引 

 （１）子会社及び関連会社等 

種類 

会社等

の 

名称 

住所 
資本金 

(百万円) 
事業内容 

議決権等

の所有割

合 

関連当事者と

の関係 

取引金額 

(百万円) 

取引の 

内容 

期末残高 

(百万円) 

子会社 
㈱ 愛 媛

ジェーシ

ービー 

愛媛県 

松山市 
50 

クレジット

カード 

業務・ 

保証業務 

100％ 

・金銭貸借預

金取引 

・支払承諾 

保 証 料 の 

支払  427 

代位弁済の

受入  113 

当行貸

出金の

被保証 

被保証 

  残高

162,309 

    取引条件及び取引条件の決定方針等 

     保証会社である㈱愛媛ジェーシービーは、各商品の保証料率に応じて債務者の弁済能力等を合理的に判

断し、保証の諾否を決定しております。 
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（２）役員及び個人主要株主等 

（注）1.取引条件および取引条件の決定方針等については、一般の取引と同様の条件で行っております。 

    2.「取引金額」については、当事業年度末残高と前事業年度末残高の純増減額を記載しております。 

3.当行取締役 近藤千登世氏及びその近親者が議決権の過半数を保有しております。 

    4.当行取締役 稲葉隆一氏及びその近親者が議決権の過半数を保有しております。 

    

 

（株主資本等変動計算書関係） 

１．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 (単位：千株) 

 
当事業年度 

期首株式数 

当事業年度 

増加株式数 

当事業年度 

減少株式数 

当事業年度末

株式数 
摘  要 

自己株式      

普通株式 382 1 32 350 
（注）1（注）2 

（注）3 

 （注）1  当事業年度末の自己株式には株式給付信託（ＢＢＴ）が保有する当行株式２０２千株が含まれております。 

 （注）2  自己株式の増加は単元未満株式の買取による増加であります。 

（注）3  自己株式の減少は役員株式給付による減少であります。 

 

２．「その他利益剰余金」のうち「積立金」について合計額により記載しておりますが、その内訳は次のとおりであり

ます。 

 当事業年度期首残高 当事業年度変動額 当事業年度末残高 

有形固定資産 

圧縮積立金 
30 百万円 △0 百万円 30 百万円 

別途積立金 76,753 百万円 3,500 百万円 80,253 百万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種類 会社等の名称 
議決権の所有 

（被所有）割合（%） 

関連当事者 

との関係 
取引の内容 

取引金額 

(百万円）（注

2） 

科目 
期末残高 

(百万円） 

役員及び

その近親

者が議決

権の過半

数を所有

している

会社等及

び当該会

社等の子

会社 

近藤物産 

株式会社（注 3） 
被所有 

直接 0.00 
銀行取引 

資金の貸付 

預金取引 

146 

△6 

貸出金 

預金 

852 

65 

大一ガス 

株式会社（注 4） 
被所有 

直接 0.17 
銀行取引 

資金の貸付 

預金取引 

20 

341 

貸出金 

預金 

1,386 

1,878 

タイヨー商事 

株式会社（注 4） 
被所有 

直接 0.00 
銀行取引 

資金の貸付 

預金取引 

△22 

7 

貸出金 

預金 

－ 

47 

株式会社 

グリーンエネルギ

ー九州 （注 4） 
－ 銀行取引 

資金の貸付 

預金取引 

13 

－ 

貸出金 

預金 

218 

1 

日本エネルギー

ファーム 

株式会社（注 4） 
－ 銀行取引 

資金の貸付 

預金取引 

12 

12 

貸出金 

預金 

135 

40 
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（有価証券関係） 

貸借対照表の「国債」「地方債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか、「商品有価証券」が含まれております。 

１．売買目的有価証券(2026年３月 31日現在) 

   当事業年度の損益に含まれた 

評価差額(百万円) 

売買目的有価証券 △0 

 

２． 満期保有目的の債券(2026年３月 31日現在) 

 
種類 

貸借対照表 

計上額(百万円) 

時価 

(百万円) 

差額 

(百万円) 

時価が貸借対

照表計上額を

超えるもの 

国債 － － － 

地方債 － － － 

短期社債 － － － 

社債 83 83 0 

その他 － － － 

小計 83 83 0 

時価が貸借対

照表計上額を

超えないもの 

国債 － － － 

地方債 － － － 

短期社債 － － － 

社債 18,736 18,290 △445 

その他 － － － 

小計 18,736 18,290 △445 

合計 18,819 18,373 △445 

 

３．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式(2026年３月 31日現在) 

 貸借対照表 

計上額(百万円) 

時価 

(百万円) 

差額 

(百万円) 

子会社・子法人等株式、出資金 － － － 

関連法人等株式 － － － 

合計 － － － 

  (注)上表に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額 

 貸借対照表計上額(百万円) 

子会社・子法人等株式、出資金 1,773 

関連法人等株式 － 
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４．その他有価証券(2026年３月 31日現在) 

 
種類 

貸借対照表 

計上額(百万円) 

取得原価 

(百万円) 

差額 

(百万円) 

貸借対照表計

上額が取得原

価を超えるも

の 

株式 38,624 15,908 22,716 

債券 － － － 

 国債 － － － 

 地方債 － － － 

 短期社債 － － － 

 社債 － － － 

その他 97,903 95,622 2,280 

小計 136,527 111,530 24,996 

貸借対照表計

上額が取得原

価を超えない

もの 

株式 830 936 △105 

債券 166,417 180,421  △14,003 

 国債 80,173 87,092 △6,919 

 地方債 68,557 74,712 △6,155 

 短期社債 － － － 

 社債 17,687 18,616 △928 

その他 270,600 284,486 △13,885 

小計 437,849 465,845 △27,995 

合計 574,376 577,375 △2,998 

   

(注)上表に含まれない市場価格のない株式等及び組合出資金の貸借対照表計上額 

 貸借対照表計上額(百万円) 

非上場株式 4,179 

組合出資金 2,512 

   組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31 号 

2021年６月 17日）第 24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。 

 

５．当事業年度中に売却したその他有価証券(自 2025年４月 1日 至 2026年３月 31日) 

 売却額(百万円) 売却益の合計額 

(百万円) 

売却損の合計額 

(百万円) 

株式 6,219 3,830 80 

債券 24,784 29 1,952 

国債 3,961 26 － 

地方債 20,215 2 1,919 

社債 607 0 32 

その他 42,162 856 2,679 

合計 73,166 4,715 4,712 

(注) 修正受渡日基準を採用しております。 
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６．減損処理を行った有価証券 

その他有価証券（市場価格のない株式及び組合出資金を除く）のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比

べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時

価をもって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下、「減損処理」と

いう。）しております。 

当事業年度における減損処理額はありません。 

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、取得原価に対して時価の下落率が50％以上の銘柄

は、全て減損処理を実施いたします。下落率が 30％以上 50％未満の銘柄については、過去の株価動向、発行

会社の業績の推移等を検討し回復する見込みがあると認められないと判断される銘柄について減損処理を実

施いたします。 

 

（税効果会計関係） 
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。 

繰延税金資産   

 貸倒引当金損金算入限度超過額 4,868 百万円 

 減価償却損金算入限度超過額 154  

その他有価証券評価差額金 1,324  

 その他 2,296  

繰延税金資産小計 8,644  

評価性引当額 △4,864  

繰延税金資産合計 3,779  

繰延税金負債   

 有形固定資産圧縮積立金 △15  

繰延税金負債合計 △15  

繰延税金資産の純額 3,764 百万円 
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連結株主資本等変動計算書 

（2025年４月１日から 2026年３月 31日まで） 
 （単位：百万円） 

 

株  主  資  本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 
株主資本 
合 計 

当期首残高 21,367 15,816 95,392 △532 132,044 

当期変動額      

剰余金の配当     △1,335   △1,335 

親会社株主に帰属する当期純利益     7,212   7,212 

自己株式の取得       △1 △1 

自己株式の処分    38 38 

土地再評価差額金の取崩     70   70 

非支配株主との取引に係る親会社 
の持分変動 

 △0   △0 

株主資本以外の項目の当期変動額
（ 純 額 ） 

          

当期変動額合計 － △0 5,946 37 5,984 

当期末残高 21,367 15,816 101,338 △495 138,028 

   

 

その他の包括利益累計額 

非支配株主持分 純資産合計 
その他有価証券 
評価差額金 

土地再評価 
差額金  

退職給付に係る 
調整累計額  

その他の包括 
利益累計額合計  

当期首残高 △2,426 5,851 △13 3,410 260 135,716 

当期変動額       

剰余金の配当           △1,335 

親会社株主に帰属する当期純利益           7,212 

自己株式の取得           △1 

自己株式の処分      38 

土地再評価差額金の取崩           70 

非支配株主との取引に係る親会社 
の持分変動 

     △0 

株主資本以外の項目の当期変動額
（ 純 額 ） 

1,681 △70 1,089 2,700 18 2,719 

当期変動額合計 1,681 △70 1,089 2,700 18 8,703 

当期末残高 △745 5,780 1,076 6,111 278 144,419 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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連 結 注 記 表 
 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

連結計算書類の作成方針 

 

(1) 子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第４条の２に基づいており

ます。 

 

(2) 連結の範囲に関する事項 

① 連結される子会社及び子法人等   ５社 

 会社名 

   ひめぎんビジネスサービス株式会社 

   株式会社ひめぎんソフト 

   ひめぎんリース株式会社 

   株式会社愛媛ジェーシービー 

   株式会社西瀬戸マリンパートナーズ 

② 非連結の子会社及び子法人等    ８社 

 会社名 

株式会社フレンドシップえひめ 

投資事業有限責任組合えひめベンチャーファンド 2013 

えひめアグリファンド投資事業有限責任組合 

えひめ一次産業応援投資事業有限責任組合 

せとうちＳＤＧｓ投資事業有限責任組合 

合同会社コラボローン西瀬戸 1 

合同会社コラボローン西瀬戸 2 

合同会社コラボローン西瀬戸 4 

    非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、当期純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持分に

見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、連結の範囲から除いても企業集団

の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から

除外しております。 

 

(3) 持分法の適用に関する事項 

① 持分法適用の非連結の子会社及び子法人等  ７社 

 会社名 

投資事業有限責任組合えひめベンチャーファンド 2013 

えひめアグリファンド投資事業有限責任組合 

えひめ一次産業応援投資事業有限責任組合 

せとうちＳＤＧｓ投資事業有限責任組合 

合同会社コラボローン西瀬戸 1 

合同会社コラボローン西瀬戸 2 

合同会社コラボローン西瀬戸 4 

② 持分法適用の関連法人等 

 該当ありません。 

③ 持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等   １社 

 会社名 

     株式会社フレンドシップえひめ 

 持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等は、当期純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持分に見

合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等から見て、持分法の対象から除いても連結計算

書類に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。 

④ 持分法非適用の関連法人等 

 該当ありません。 
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会計方針に関する事項 

(1) 商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。 

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法 

(ィ) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他有

価証券については時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、ただし市場価格のない株式等に

ついては移動平均法による原価法により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

(ロ) 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価    

証券の評価は、時価法により行っております。 

(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

(4)  固定資産の減価償却の方法 

  ①有形固定資産（リース資産を除く） 

      当行の有形固定資産は、定率法（ただし、1998 年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）

並びに2016年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

        建 物  ３８年～５０年 

     その他   ３年～２０年 

連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定

率法により償却しております。 

②無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、当行並びに

連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（主として５年）に基づいて償却しております。 

④ リース資産 

      所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産｣及び「無形固定資産」中のリース資産は、リ

ース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残

価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。 

 (5) 貸倒引当金の計上基準   

当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。  

      破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）に係る債権及

びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書き

に記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を

控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性

が大きいと認められる債務者（以下、「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処

分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判

断し必要と認める額を計上しております。 

上記以外の債権については、主として今後 1 年間の予想損失額又は今後 3 年間の予想損失額を見込ん

で計上しており、予想損失額は、1年間又は 3年間の貸倒実績等を基礎とした貸倒実績率等の過去の一定

期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、本部査定部署が２

次査定を実施した後、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。 

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保

証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額してお

り、その金額は当行４,６０４百万円、連結される子会社及び子法人等２８４百万円であります。 

連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して

必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額

をそれぞれ計上しております。 

 (6) 役員賞与引当金の計上基準 

役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当連

結会計年度に帰属する額を計上しております。 
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(7)  役員退職慰労引当金の計上基準 

役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見

積額のうち、当連結会計年度末までに発生していると認められる額を計上しております。 

(8)  株式報酬引当金の計上基準 

 株式報酬引当金は、株式給付信託（ＢＢＴ）制度による当行株式の交付に備えるため、役員株式給付規程

に基づき、役員に割り当てられたポイントに応じた株式の支給見込額を計上しております。  

 (9)  利息返還損失引当金の計上基準 

利息返還損失引当金は、将来の利息返還損失に備えるため、過去の返還実績を踏まえ、かつ最近の返還

状況を考慮する等により、返還額を合理的に見積り、計上しております。 

(10） 退職給付に係る会計処理の方法 

退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につ

いては給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法は次

のとおりであります。 

       過去勤務費用    その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（主として５年）による

定額法により費用処理 

数理計算上の差異 各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（主とし

て５年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から

費用処理 

        なお、連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当連結会計年度

末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。 

(11) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準 

       睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、

将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。 

 (12) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

当行の外貨建資産・負債については、連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

(13) 収益の計上方法 

       約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込

まれる金額で収益を認識しております。役務取引等収益の一部（債券の事務委託手数料等）は、履行義務が

一定の期間にわたり充足されるものであるため、経過期間に基づき収益を認識しております。 

 (14) 重要なヘッジ会計の方法 

  (イ) 金利リスク・ヘッジ 

当行は業務運営方針にリスク管理基準を設定して厳格に運用を行っており、そのうちヘッジ会計の方法

は、一部の資産・負債に金利スワップの特例処理を行っております。 

  (ロ) 為替変動リスク・ヘッジ 

当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における

外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指

針第 25 号 2020 年 10 月８日）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法につ

いては、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワッ

プ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション

相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。 

(15) 投資信託の解約・償還に伴う損益 

      投資信託（除くＥＴＦ）の解約・償還に伴う差損益について、投資信託全体で益の場合は、「有価証券利息配

当金」に計上し、損の場合は「国債等債券償還損」に計上しております。当連結会計年度は、「有価証券利息

配当金」に投資信託の解約・償還益５１７百万円を計上しております。 
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重要な会計上の見積り関係 

  会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度

に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次の通りです。 

１．貸倒引当金 

（１） 当連結会計年度に係る連結計算書類に計上した額 

貸倒引当金１３，４２６百万円 

（２） 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報 

① 算出方法 

      貸倒引当金の算出方法は、「会計方針に関する事項」「（５）貸倒引当金の計上基準」に記載しております。 

   ② 主要な仮定 

      主要な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」であります。「債務者区分の判

定における貸出先の将来の業績見通し」は、債務者が策定した経営改善計画等に基づき、各債務者の収益

獲得能力を個別に評価し、設定しております。 

   ③ 翌連結会計年度に係る連結計算書類に及ぼす影響 

      当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌連結会計年度に係る連結計算書類における貸倒引当

金に重要な影響を及ぼす可能性があります。 

 

追加情報 

１． 株式給付信託（BBT） 

当行は、取締役（社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。）に対する株式報酬制度「株式給付信託 

(BBT)」（以下「本制度」という。）を導入しております。本制度は、対象取締役の報酬と当行の株式価値との連動性

をより明確にすることで、対象取締役の中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを

目的としています。 当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する

取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第 30号平成 27年３月 26日）に準じています。 

（１） 取引の概要 本制度に基づき設定される信託が当行の拠出する金銭を原資として当行株式を取得します。

当該信託は、当行株式及び当行株式の時価相当の金銭を、当行の定める役員株式給付規程に従って、対象取

締役に対して給付します。当該給付の時期は、原則として対象取締役の退任時となります。 

（２） 信託に残存する自行の株式 信託に残存する自行株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除

く。）により純資産の部に自己株式として計上しています。当該自己株式の株式数及び帳簿価額は、

202,400株、240百万円です。 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

１．銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権

は、連結貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証して

いるものであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）によるものに限る。）、貸

出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに

注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限

る。）であります。 

 

  破産更生債権及びこれらに準ずる債権額   ２，５４３百万円 

  危険債権額                     ２４，２９４百万円 

  三月以上延滞債権額                    －百万円 

  貸出条件緩和債権額                ７，６４９百万円 

  合計額                        ３４，４８７百万円 

   

  破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由に

より経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。 

  危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った

債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に

該当しないものであります。 

  三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更

生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。 

貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、

元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準

ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。 

  なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

２．手形割引は、業種別委員会実務指針第 24 号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れ

た商業手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、

その額面金額は２,０４９百万円であります。 

３．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

   有価証券                    １１４,５４４百万円 

    担保資産に対応する債務 

   預  金                     ３,８８０百万円 

債券貸借取引受入担保金    ５３，５０２百万円 

借用金                    １４，９９６百万円 

    上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券２４０百万円及び

預金１０７百万円を差し入れております。 

    また、その他資産には金融商品等差入担保金１０，２７７百万円、保証金１３２百万円及び中央清算機関差入証

拠金１１,０００百万円が含まれております。 

４．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契

約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約でありま

す。これらの契約に係る融資未実行残高は、３５４,２４４百万円であります。このうち契約残存期間が１年以内の

もの（又は任意の時期に無条件で取消可能なもの）が３４１,０７０百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずし

も当行並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。

これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行並びに連結

される子会社及び子法人等が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨

の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、

契約後も定期的に（半年毎に）予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見
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直し、与信保全上の措置等を講じております。 

５．土地の再評価に関する法律（平成 10年３月31日公布法律第34号）に基づき、当行の事業用の土地の再評価

を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部

に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

  再評価を行った年月日          1998年３月 31日 

  同法律第３条第３項に定める再評価の方法    土地の再評価に関する法律施行令（平成 10 年３月 31 日公布

政令第 119号）第２条第４号に定める地価税法第 16条に規定

する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定

するために国税庁長官が定めて公表した方法に基づいて奥行

価格補正等合理的な調整を行って算出。 

同法律第１０条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末における時価の合計額は当該事

業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額を７,５１９百万円下回っております。 

６．有形固定資産の減価償却累計額       ２４,１３２百万円 

７．有形固定資産の圧縮記帳額            １,０７３百万円 

８．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証債務の

額は１８,７８７百万円であります。 

９．当行の取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債権総額２８８百万円 

10．１株当たりの純資産額   ３,６８８円７３銭 

 

（連結損益計算書関係） 

１．「その他の経常費用」には、貸出金償却４５４百万円、株式等売却損８２百万円、債権売却損１９百万円、株式等償

却４１７百万円を含んでおります。 

２．１株当たりの当期純利益金額 １８４円６２銭 

３．継続的な地価の下落等により、以下の資産グループについて帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額１

１５百万円を減損損失として特別損失に計上しております。 

地域 主な用途 種類 減損損失 

四国地域 営業用等 土地   １１５百万円 

資産のグルーピングの方法は、管理会計上の最小区分である営業店単位（ただし、連携して営業を行ってい

る営業店グループは当該グループ単位、同一建物内で複数店舗が営業している営業店は当該グループ単位）

でグルーピングを行っております。また、遊休資産は、各々単独の資産又は資産グループとして取り扱ってお

ります。 

資産のグループの回収可能額は正味売却価額により測定しており、「不動産鑑定評価基準」に準拠して評価

した額から処分費用見込額を控除して算定しております。 

 

（連結株主資本等変動計算書関係） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

         （単位：千株） 

 
当連結会計年度

期首株式数 

当連結会計年度

増加株式数 

当連結会計年

度減少株式数 

当連結会計年度

末株式数 
摘要 

発行済株式      

 普通株式 39,426 － － 39,426  

 合計 39,426 － － 39,426  

自己株式      

 普通株式 382 1 32 350 
（注）1 （注）2 

（注）3 

 合計 382 1 32 350  

（注）1 当事業年度末の自己株式には株式給付信託（ＢＢＴ）が保有する当行株式２０２千株が含まれております。 

（注）2 自己株式の増加は単元未満株式の買取による増加であります。 

（注）3 自己株式の減少は役員株式給付による減少であります。 
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２．配当に関する事項 

（1）当連結会計年度中の配当金支払額 

(決議) 
株式の 

種類 

配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり 

配当額（円） 
基準日 効力発生日 

2025年 6月 27日 

定時株主総会 
普通株式  667 17.00 2025年 3月 31日 2025年 6月 30日 

2025年11月17日 

取締役会 
普通株式  667 17.00 2025年 9月 30日 2025年 12月 8日 

 

合計  1,335    

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後となるもの 

   2026年６月 26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案し

ております。 

 

①  配当金の総額 1,139百万円 

②  １株当たり配当額 29.00円 

③  基準日 2026年３月 31日 

④ 効力発生日  2026年６月 29日 

    なお、配当原資は、利益剰余金とする予定としております。 

 

（金融商品関係） 

１．金融商品の状況に関する事項 

（1）金融商品に対する取組方針 

当行グループは、貸出を中心とする金融サービス事業を行っています。これらの事業を行うため、市場の状

況や長短のバランスを考慮し、預金やマーケットから資金調達を行っています。このように、主として金利変動

を伴う金融資産及び金融負債を有しているため、金利変動による不利な影響が生じないように、当行では資

産及び負債の総合的管理（ＡＬＭ）を行っています。また、業務に付随する取引としてデリバティブ取引を行っ

ています。 

（2）金融商品の内容及びそのリスク 

当行グループが保有する金融資産は、主として国内の取引先及び個人に対する貸出金であり、顧客の契約

不履行によってもたらされる信用リスクに晒されており、経済環境等の変化により、契約条件に従った債務履

行がなされない可能性があります。また、有価証券は、主に債券、株式、投資信託であり、満期保有目的、その

他目的、売買目的で保有しています。これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価

格の変動リスクに晒されております。 

  借用金、社債等は、一定の環境の下で当行グループが市場を利用できなくなる場合など、支払期日にその支

払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されております。また、運用調達の期間ギャップにより金利の変動

リスクに晒されておりますが、一部は金利スワップ取引を行うことにより当該リスクを回避しております。 

   デリバティブ取引には業務に付随する取引として行っている金利スワップ取引及び為替予約取引がありま

す。当行では、これらをヘッジ手段として、貸出金及び預金等に係る金利の変動リスクに対して繰延ヘッジ会

計を適用しております。また、為替予約取引をヘッジ手段として、外貨建取引に係る取引をヘッジ対象として、

繰延ヘッジ会計を適用しています。 

（3）金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスクの管理 

当行グループは、当行の信用リスク管理方針及び信用リスク管理規程等に従い、信用リスクを適切に管

理する態勢を整備・確立しております。信用リスク管理は、主管部を審査第一部とし、本部各部、営業店で

行われて、定めに従い、取締役会及び常務会にて審議・報告を行っています。 
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② 市場リスクの管理 

   当行グループは、当行の市場リスク管理方針及び市場リスク管理規程等に従い、市場リスクを適切に管理

する態勢を整備・確立しています。 

  （ⅰ）金利リスク 

     金利リスクの管理は、主管部をリスク管理部とし、定めに従い、取締役会及び常務会にて審議・報告を

行っています。また、ＡＬＭ委員会は、毎月リスクに係る情報を分析、検討し、必要に応じ常務会へ提言

を行っています。 

  （ⅱ）為替リスク 

     為替リスクの管理は、主管部をリスク管理部とし、定めに従い、取締役会及び常務会にて審議・報告を

行っています。当行グループは、為替の変動リスクに関し、実需に基づくカバー取引等を行い適切に管

理しています。 

  （ⅲ）価格変動リスク 

     価格変動リスクの管理は、主管部をリスク管理部とし、定めに従い、取締役会及び常務会にて審議・報

告を行っています。有価証券等の保有に関しては、半年ごとに市場リスクの限度枠等を設定し、ＡＬＭ

委員会及びリスク管理委員会に付議のうえ、常務会の承認を受けています。 

  （ⅳ）デリバティブ取引 

     デリバティブ取引に関し、取引の執行についてはフロント部門、管理についてはバック部門と業務分離

を行い、相互牽制体制を確立しています。また、デリバティブ取引は実需に基づくヘッジ取引を目的に

行っており、投機的なポジションは保持しておりません。 

  （ⅴ）市場リスクに係る定量的情報 

     当行グループは、銀行業務における「有価証券」の価格変動リスク及び金利リスク、「預金・貸出金」の金

利リスクに係る市場リスク量について、ＶａＲ（バリュー・アット・リスク）を用いて月次で計測し、半年毎

に設定するリスク限度枠の範囲内に収まるように市場リスク量を管理しております。 

     当行グループのＶａＲは分散共分散法（観測期間１年、信頼区間 99%、保有期間：預金・貸出金・政策投

資株式は６カ月、債券・純投資株式等は３カ月）により算出しており、2026年３月 31日     

（当連結会計年度の決算日）現在で、当行グループの市場リスク量（損失額の推計値）は、全体で１０,６

８２百万円であります。なお、当行グループでは半年毎にバック・テスティングを実施し、計測手法の有

効性を確認の上、使用することとしております。 

ただし、ＶａＲは過去の相場変動をベースに、統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク量を

計測しており、通常では考えられない、市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場

合があります。 

③ 資金調達に係る流動性リスクの管理 

当行グループは、当行の流動性リスク管理方針及び流動性リスク管理規程等に従い、流動性リスクを適

切に管理する態勢を整備・確立しています。主管部をリスク管理部とし、定めに従い、取締役会及び常務

会にて審議・報告を行っています。また、ＡＬＭ委員会等を通じて、市場環境を考慮した長短バランスの調

整を検討するなど、流動性リスクを管理しております。 

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が

含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によ

った場合、当該価額が異なることもあります。また、「２．金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティ

ブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあ

りません。 
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２．金融商品の時価等に関する事項 

  2026 年３月 31 日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、

市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません（（注 1）参照）。また、現金預け金、コール

ローン及び買入手形、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、外国為替（資産・負債）、コールマネー及び売渡手

形、売現先勘定、債券貸借取引受入担保金並びに短期社債は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似

することから、注記を省略しております。 

    （単位：百万円） 

    
連結貸借対照表 

計上額 
時 価 差 額 

（1）買入金銭債権  31,884 32,254 369 

（2）商品有価証券    

売買目的有価証券 4 4 - 

（3）有価証券     

  満期保有目的の債券 18,839 18,392 △446  

  その他有価証券 576,747 576,747 - 

（4）貸出金  2,013,899     

  貸倒引当金（※1） △8,508     

   2,005,390 1,950,868 △54,522 

資産計   2,632,866 2,578,267 △54,599 

（1）預金  2,677,383 2,677,116 △267 

（2）譲渡性預金  101,191 101,191 - 

（3）借用金  36,722 35,923 △798 

負債計   2,815,297 2,814,231 △1,065 

デリバティブ取引（※2）       

ヘッジ会計が適用されていないもの     △2,344 △2,344 - 

ヘッジ会計が適用されているもの - - - 

デリバティブ取引計  △2,344 △2,344 - 

（※1）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。 

（※2）その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティブ取引によっ

て生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。 

 

（注 1）市場価格のない株式等及び組合出資金の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報

の「その他有価証券」には含まれておりません。 

   （単位：百万円） 

区 分 連結貸借対照表計上額 

市場価格のない株式（※1）（※2） ４,４８４ 

組合出資金（※3） ２,６５２ 

（※1）市場価格のない株式には非上場株式が含まれ、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計

基準適用指針第 19号 2020年３月 31日）第５項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。 

（※2）当連結会計年度において、非上場株式の減損は４１７百万円であります。 

（※3）組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31 号

2021年６月 17日）第 24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。 

（※4）前連結会計年度の非上場株式に含めていた一部の出資について、より適切な区分の見直しに伴い、当連

結会計年度より組合出資金に含めて記載しております。 
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（注 2）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額    

      （単位：百万円） 

    
1年以内 

1年超 

3年以内 

3年超 

5年以内 

5年超  

7年以内 

7年超 

10年以内 
10年超 

預け金 326,166 - - - - - 

コールローン及び買入手形 1,598 - - - - - 

買入金銭債権 25,981 820 5,082  -  -    - 

有価証券 40,592 129,678 125,230 102,571 104,087 28,850 

 満期保有目的の債券 4,452 10,223 4,153 10    - - 

 その他有価証券のうち満期が

あるもの 
36,140 119,454 121,076 102,561 104,087 28,850 

貸出金（※） 263,916 351,144 328,066 225,087 238,006 435,996 

合計  658,256 481,642 458,378 327,659 342,093 464,846 

（※）貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定が見込めない２６,７８８百万 

円、期間の定めのないもの１４４,８９４百万円は含めておりません。 

 

（注 3）社債、借用金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額 

      （単位：百万円） 

    

1年以内 
1年超  

3年以内 

3年超  

5年以内 

5年超  

7年以内 

7年超 

10年以

内 

10年超 

預金及び譲渡性預金 （※） 2,684,553 75,854 15,469 143 2,555 - 

コールマネー及び売渡手形 30,000 - - - - - 

債券貸借取引受入担保金 53,502 - - - - - 

借用金   21,124 5,672 2,680 1,192 1,564 4,488 

社債      -    - - -       -  - 

合計   2,789,179 81,526 18,149 1,335 4,119 4,488 

（※）預金のうち、要求払預金については、「１年以内」に含めて開示しております。 

 

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳に関する事項 

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに

分類しております。 

 

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の 

算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価 

レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るインプ 

ットを用いて算定した時価 

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

 

時価の算定に影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベ

ルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 
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(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品 

当連結会計年度(2026年３月31日) 

    (単位：百万円) 

区分 
時 価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

商品有価証券     

売買目的有価証券 4 － － 4 

国債・地方債等 4 － － 4 

有価証券     

その他有価証券 141,070 435,677 － 576,747 

国債・地方債等 80,173 68,557 － 148,730 

社債 － 17,707 － 17,707 

株式 41,609 － － 41,609 

その他 19,287 349,412 － 368,700 

デリバティブ取引     

金利関連 － － － － 

通貨関連 － － － － 

株式関連 － － － － 

資産計 141,074 435,677 － 576,752 

デリバティブ取引     

金利関連 － － － － 

通貨関連 － △2,344 － △2,344 

株式関連 － － － － 

負債計 － △2,344 － △2,344 

 

(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 
 
当連結会計年度(2026年３月31日) 

    (単位：百万円) 

区分 
時 価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

買入金銭債権 － － 32,254 32,254 

有価証券     

 満期保有目的の債券 － － 18,392 18,392 

  社債 － － 18,392 18,392 

貸出金 － － 1,950,868 1,950,868 

資産計 － － 2,001,515 2,001,515 

預金 － 2,677,116 － 2,677,116 

譲渡性預金 － 101,191 － 101,191 

借用金 － 16,744 19,179 35,923 

負債計 － 2,795,052 19,179 2,814,231 

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 
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資 産 

商品有価証券 

商品有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル１の時価に

分類しております。主に国債がこれに含まれます。 

有価証券 

有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル１の時価に分類

しております。主に上場株式や国債がこれに含まれます。 

公表された相場価格を用いたとしても市場が活発でない場合にはレベル２の時価に分類しております。

主に地方債、社債がこれに含まれます。 

相場価格が入手できない場合には、将来キャッシュ・フローの現在価値技法などの評価技法を用いて時

価を算定しております。評価に当たっては観察可能なインプットを最大限利用しており、インプットには無担

保コールレート、TIBOR、国債利回り、スワップレート、信用スプレッド等が含まれます。算定にあたり重要

な観察できないインプットを用いている場合には、レベル３の時価に分類しております。主に自行保証付私

募債等がこれに含まれます。 

買入金銭債権 

買入金銭債権については、裏付資産を分析し、元本回収率や配当率等を用いて将来キャッシュフローを

見積り、評価日時点の市場利子率で割り引いた現在価値を時価としており、レベル３の時価に分類しており

ます。 

貸出金 

貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利

に信用リスク等を反映させた割引率で割り引いて時価を算定しております。このうち変動金利によるもの

は、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない場合は時価と帳

簿価額が近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。また、破綻先、実質破綻先及び破綻

懸念先に対する債権等については、債権額から個別貸倒引当金を控除した金額を時価としております。当

該時価は、レベル３の時価に分類しております。 

負 債 

預金 

要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。

また、定期預金のうち変動金利によるものは短期間で市場金利を反映するため、時価は帳簿価額と近似し

ていることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分して、

将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入

れる際に使用する利率を用いております。なお、預入期間が短期間（１年以内）の外貨定期預金については、

時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。算出された時価はいずれ

もレベル２に分類しております。 

 

譲渡性預金 

譲渡性預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算

定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。算出された

時価はいずれもレベル２に分類しております。 

借用金 

借用金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当行並びに連結される子会社

及び子法人等の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考え

られるため、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該

借用金の元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定しておりま

す。なお、約定期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

を時価としております。観察できないインプットによる影響額が重要な場合は、レベル３の時価、そうでない

場合は、レベル２の時価に分類しております。 
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デリバティブ取引 

デリバティブ取引については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル１の時

価に分類しており、主に債券先物取引や金利先物取引がこれに含まれます。 

ただし、大部分のデリバティブ取引は店頭取引であり、公表された相場価格が存在しないため、取引の種

類や満期までの期間に応じて現在価値技法やブラック・ショールズ・モデル等の評価技法を利用して算定し

ております。それらの評価技法で用いている主なインプットは、金利や為替レート、ボラティリティ等であり

ます。観察できないインプットを用いていない又はその影響が重要でない場合はレベル２の時価に分類して

おり、プレイン・バニラ型の金利スワップ取引、為替予約取引等が含まれます。 
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（収益認識関係） 

顧客との契約から生じる収益を分解した情報（2026年３月31日） 

      (単位：百万円) 

 
報告セグメント 

その他 合計 調整額 
連結 

計算書類 
計上額 銀行業 リース業 計 

役務取引等収益 4,300 － 4,300 1,392 5,693 － 5,693 

預金・貸出業務 2,557 － 2,557 － 2,557 － 2,557 

為替業務 1,050 － 1,050 － 1,050 － 1,050 

証券関連業務 － － － － － － － 

代理業務 668 － 668 － 668 － 668 

その他 23 － 23 1,392 1,416 － 1,416 

顧客との契約から生じる経常収
益 

4,300 － 4,300 1,392 5,693 － 5,693 

上記以外の経常収益 58,463 3,678 62,141 682 62,824 － 62,824 

外部顧客に対する経常収益 62,764 3,678 66,442 2,075 68,517 － 68,517 

セグメント間の内部経常収益 351 154 505 1,086 1,592 △1,592 － 

計 63,115 3,832 66,948 3,162 70,110 △1,592 68,517 

セグメント利益 9,887 130 10,017 650 10,667 △1 10,665 

セグメント資産 3,071,817 14,216 3,086,033 12,417 3,098,451 △15,790 3,082,660 

セグメント負債 2,937,190 11,542 2,948,733 4,925 2,953,659 △15,417 2,938,241 

その他の項目        

減価償却費 1,687 4 1,691 19 1,711 － 1,711 

資金運用収益 52,131 7 52,139 645 52,784 △108 52,676 

資金調達費用 16,973 124 17,097 0 17,098 △106 16,992 

特別利益 5 － 5 2 7 － 7 

(固定資産処分益) 5 － 5 2 7 － 7 

特別損失 261 0 261 0 262 － 262 

(固定資産処分損) 145 0 146 0 146 － 146 

(減損損失) 115 － 115 － 115 － 115 

税金費用 2,926 32 2,959 217 3,176 △0 3,176 

有形固定資産及び無形固定資
産の増加額(△減少額) 

△496 △24 △521 △20 △541 － △541 

(注) １．一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。 

２．「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、コンピュータシステ 

ム管理・運営業務、クレジットカード業務等を含んでおります。 

３．調整額は、以下のとおりであります。 

(1) セグメント利益の調整額△1百万円は、セグメント間取引消去による減額1百万円であります。 

(2) セグメント資産の調整額△15,790百万円には、貸出金の消去7,605百万円、預け金の消去

5,749百万円が含まれております。 

(3) セグメント負債の調整額△15,417百万円には、借用金の消去7,605百万円、預金の消去5,749

百万円が含まれております。 
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(4) その他の項目のうち、資金運用収益の調整額△108百万円及び資金調達費用の調整額△106百万

円には、貸出金利息の消去93百万円が含まれております。 

４．セグメント利益は、連結損益及び包括利益計算書の経常利益と調整を行っております。 

 


